
２０１８年７月１日現在

（消費税８％込み・単位：円）

Ｗ．大ホール及び小ホールの舞台を準備、後片付け又は練習のために利用する場合

Ｘ．大ホールを１階席(７３５席)のみ利用する場合

Ｙ．入場料その他これに類する料金を３,００１円～５,０００円徴収して利用する場合
※入場料３,０００円以下を徴収する場合は割増なし。

Ｚ．入場料その他これに類する料金を５,００１円以上徴収して利用する場合、または、商品の販売、
商業宣伝その他これに類する目的で利用する場合

◆別紙『安来市総合文化ホール アルテピア 施設利用料金表』に定める利用時間を超えて利用する場合
　　超過１時間につき、各区分における１時間単価の３割増の料金となります。
　　各区分の延長料金の詳しい計算方法は以下のとおりです。

安来市総合文化ホール アルテピア 施設利用料金割引・割増表

　下記の利用に該当する場合は、当該金額を施設利用料金一覧表の表示金額より割増・割引して算出します。
なお、割増・割引して算出した額に１０円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てます。

午前 午後 夜間 午前午後 午後夜間 全日

全日

-３９,６５５

小ホール -３,７２５ -４,９６５ -６,２１０ -８,６９０ -１１,１７５ -１４,９００

大ホール -９,９１０ -１３,２１５ -１６,５２０ -２３,１３０ -２９,７４０

大ホール -５,９４６ -７,９２９ -９,９１２ -１３,８７８ -１７,８４４

午前 午後 夜間 午前午後 午後夜間

+３９,６５５+９,９１０ +１３,２１５ +１６,５２０ +２３,１３０

-２３,７９３

午前 午後 夜間 午前午後 午後夜間 全日

全日

+１,７００ +２,２６５+５６５ +７５５ +９４５ +１,３２０

+３,７９０ +５,０５０+１,２６０ +１,６８０ +２,１０５ +２,９４５

小ホール +７,４５０ +９,９３０ +１２,４２０ +１７,３８０ +２２,３５０

+７９,３１０

+６４０ +８６０ +１,０８０ +１,５１０ +１,９４０ +２,５９０

大ホール +１９,８２０ +２６,４３０ +３３,０４０ +４６,２６０

÷ ４ × １．３

１２時から１３時の１時間超過
(前１時間延長)

午後区分の利用料金（割増・割引Ｗ～Ｚ適用後） ÷

練習室 +３,１４０ +４,１９０ +５,２３０ +７,３３０ +９,４２０ +１２,５７０

１７時から１８時の１時間超過
(後１時間延長)

１．３４ ×

３ １．３×

午後延長

+１,２９５

+１１,１７５ +１４,９００+３,７２５ +４,９６５ +６,２１０ +８,６９０

夜間延長

１７時から１８時の１時間超過
(後１時間延長)

その他の共用スペース
(占有利用の場合)

　１時間当たり　：　+ ５　／１㎡

午前延長

１２時から１３時の１時間超過
(後１時間延長)

午前区分の利用料金（割増・割引Ｗ～Ｚ適用後）

+１,５７０ +２,０９５ +２,６１５ +３,６６５ +４,７１０ +６,２８５練習室

その他の共用スペース
(占有利用の場合)

　１時間当たり　：　+ ２．５　／１㎡

夜間区分の利用料金（割増・割引Ｗ～Ｚ適用後）

+７５５ +９７０ +１,２９５

+１０,１００

会議室１・２ +１,１３０ +１,５１０ +１,８９０ +２,６４０ +３,４００ +４,５３０

展示室 +２,５２０ +３,３６０ +４,２１０ +５,８９０ +７,５８０

+２９,８００

+６４０ +８６０ +１,０８０ +１,５１０ +１,９４０ +２,５９０

楽屋３ ～ ６
(楽屋以外での利用)

楽屋Ａ ～ Ｄ
(楽屋以外での利用)

楽屋３ ～ ６
(楽屋以外での利用)

楽屋Ａ ～ Ｄ
(楽屋以外での利用)

大ホール

小ホール

展示室

会議室１・２

÷

+３２０ +４３０ +５４０ +７５５ +９７０

+５９,４８０

午前 午後 夜間 午前午後 午後夜間

+２９,７４０

+３２０ +４３０ +５４０

１時間単価を出す ３割増しする


